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家庭用品に含まれる香料による健康被害の実態解明等を求める意見書 

 

近年，家庭で使用する柔軟仕上げ剤を始めとした合成洗剤，消臭剤等に含まれる人

工香料によって，頭痛，めまい，呼吸障害等の体調不良を訴える人が増加している。

香害をなくす連絡会が２０２０年に行ったアンケート調査では，人工香料によって具

合が悪くなったと訴える人が全国に７，０００人以上いることが明らかとなり，健康

被害が少数の方の問題であるとは言い難い状況である。また，香料による健康被害は

香害という言葉で表現される新たな環境汚染として認識されつつある。 

こうした中，業界団体である日本石鹸洗剤工業会は，２０１８年７月に衣料用柔軟

仕上げ剤の品質表示自主基準を改定し，香りに関する注意喚起として柔軟仕上げ剤の

容器等に周囲への配慮と適正使用量を守る旨を表示することとした。 

しかしながら，この問題の根幹は，香料による健康被害の実態解明が進んでいない

ことや，自らが使用する香料が他人の健康被害につながることについての理解が社会

全体として進んでいないことにある。  

また，最近では香りを持続させるためのマイクロカプセル技術が開発されたことに

より，カプセルが空気中に弾け飛ぶことで使用者以外に香りが移るといったこともあ

るため，移香に関する調査も必要である。 

よって，政府においては，消費者の健康で安心な暮らしに資するよう，香料成分の

安全性や香料による健康被害の状況について実態調査を実現するよう要望する。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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